
ジ
ャ
ワ
島
プ
リ
ア
ン
ガ
ン
地
方
の
コ
ー
ヒ
ー
義
務
供
出
制

度
と
住
民
|
|
一
八
二

0
年
代
末
の
人
口
統
計
か
ら
|
|

大

橋

厚

子

481 

コ
ー
ヒ
ー
義
務
供
出
制
度
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
在
地
の
支
配
関
係
の
温

存
強
化
や
夫
役
労
働
の
使
用
と
い
っ
た
、
現
地
位
舎
の
努
化
を
抑
制
す
る
側
面

が
注
目
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
コ
ー
ヒ
ー
生
産
と
輸
迭
の
組
織
形
態
に
着
目
す

る
な
ら
ば
、
こ
の
制
度
は
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
八
二

0
年
代
に
か
け
て
改
廃

さ
れ
、
影
響
は
住
民
の
生
活
に
ま
で
及
ん
だ
。
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
地
区
の
限
定
に

よ
る
生
産
の
集
中
管
理
が
貧
施
さ
れ
る
一
方
で
、
総
迭
が
脇
田
刺
を
目
的
と
す
る

業
者
や
住
民
の
手
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
影
響
を
一
八
二

0
年
代
末
の
統
計
を
利
用
し
て
概
観
す
る
と
、
オ
ラ
ン

ダ
植
民
地
政
臓
が
一
九
世
紀
初
頭
に
整
備
し
た
行
政
地
区
で
あ
る
「
郡
」
は
、

遇
措
切
に
設
置
さ
れ
た
も
の
を
除
き
、
次
の
い
ず
れ
か
の
特
徴
を
備
え
て
い
た
。

て
山
裾
の
人
口
調
密
な
地
域
。
水
田
地
帯
で
あ
る
が
徐
剰
は
少
な
く
、
住
民

は
山
麓
の
農
園
で
コ
ー
ヒ
ー
栽
培
に
従
事
す
る
。
二
、
コ
ー
ヒ
ー
輪
迭
の
接

黙
。
男
子
の
人
口
が
多
い
が
コ
ー
ヒ
ー
・
米
と
も
生
産
量
は
少
な
い
。
三
、
盆

地
底
部
の
水
団
地
得
。
コ
ー
ヒ
ー
生
産
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
ず
、
一
と
一
一
へ
米
を

供
給
す
る
徐
力
を
持
つ
。

こ
の
よ
う
な
「
郡
」
の
聞
で
の
機
能
の
分
化
は
一
九
世
紀
初
頭
以
来
の
政
腐

の
コ
ー
ヒ
ー
政
策
と
符
合
し
、
こ
れ
が
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
。
た
だ
し
政
擦

は
、
政
策
を
権
力
で
強
制
す
る
こ
と
は
少
な
く
、
常
に
現
地
位
合
同
の
動
向
を
巧

み
に
利
用
し
て
き
た
の
で
、
政
策
の
定
着
の
責
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
現
地
祉
舎
の
諸
階
層
の
動
向
の
把
揮
が
不
可
侠
主
な
る
。

イ
ラ
ン
立
憲
革
命
と
地
域
社
舎

|
|
ギ
l
ラ
l
ン
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
中
心
に
ー
ー

黒

田

卓

ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
は
、
イ
ラ
ン
立
憲
革
命
期
ハ
一
九
O
五
l
一
一
年
)
、
と
く

に
第

一
次
立
憲
制
期
〈
一
九
O
六
|
O
八
年
)
に
は
、
濁
自
の
政
治
目
標
を
追

求
し
た
り
、
特
定
の
階
層
の
利
害
を
代
輯
附
す
る
政
治
結
社
と
し
て
の
性
格
を
強

め
た
。
首
都
お
よ
び
地
方
都
市
で
急
増
す
る
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
に
到
し
て
、
新
た

に
開
設
さ
れ
た
園
民
議
舎
は
、
一
九
O
七
年
五
/
六
月
公
布
の
州
ア
ン
ジ

a
マ

ン
法
、
同
年
一
O
月
制
定
の
憲
法
補
則
に
お
い
て
、
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を

「公

的
」
な
も
の
と
「
非
公
的
」
な
も
の
に
三
大
別
し
、
前
者
に
地
方
行
政
の
一
端

を
縫
う
役
割
を
付
興
し
た
。
つ
ま
り
、
「
公
的
」
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
を
、
園
王
専

制
捜
制
の
地
方
で
の
象
徴
的
存
在
た
る
知
事
権
力
に
封
抗
す
る
勢
力
と
し
て
育

成
す
る
こ
と
を
意
園
し
た
の
で
あ
る
。

報
告
者
は
か
つ
て
カ
ス
ピ
海
南
西
岸
に
位
置
す
る
ギ
l
ラ
l
ン
州
を
事
例

に
、
こ
の
よ
う
な
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
の
結
成
過
程
や
人
的
構
成
を
考
察
し
た
こ

と
が
あ
る
が
、
そ
の
際
州
ア
ン
ジ
ョ
マ
ン
自
鍾
の
史
料
を
充
分
に
利
用
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
今
回
の
報
告
で
は
、
そ
の
帥
択
を
補
う
意
味

で
、
州
ア
ソ
ジ
ョ
マ
ン
の
裂
行
し
た
二
種
の
新
聞
、
入
山
ミ
。
苦
S
4
h
h紅白州
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SNb辺
ね
な
・
官
。
是
認
〈
一
九
O
七
年
八
月
一
二
一
日
|
同
年
九
月
三
O
日
ま
で

夜
行
〉
と

C
同
町
宮
ハ
一
九
O
八
年
一
月
一
一
一
一
日
同
年
六
月
三
日
)
を
主
な
素
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